
北
野
剛
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
日
本
の
満
蒙
政
策
』

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
、
日
露
戦
争
前
後
か
ら
大
正
末
期
の
帝
国
経
済
会
議
・
関
税
特
別
会
議
に
至
る
時

期
の
、
日
本
の
満
蒙
政
策
の
解
明
を
課
題
と
し
、
三
部
構
成
、
八
章
と
補
論
及
び
序
論
・
結
論

か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
部
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
満
洲
経
営
体
制
確
立
と
国
際
秩
序
」
で
は
、
大
連
税

関
の
設
置
経
過
と
租
借
地
・
満
洲
経
営
構
想
、
通
商
相
手
国
と
し
て
の
ロ
シ
ア
と
の
通
商
条
約

改
定
交
渉
、
土
地
商
租
権
問
題
・
満
洲
内
地
居
住
問
題
に
通
じ
る
防
穀
令
問
題
を
検
討
す
る
こ
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と
に
よ
り
、
日
露
戦
争
後
の
国
際
環
境
と
関
連
付
け
て
満
洲
経
営
体
制
の
確
立
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
第
二
部
「
辛
亥
革
命
後
に
お
け
る
満
蒙
問
題
と
二
十
一
カ
条
要

求
の
形
成
」
で
は
、
辛
亥
革
命
勃
発
直
後
か
ら
本
格
化
す
る
満
蒙
問
題
解
決
へ
の
試
み
、
す
な

わ
ち
対
華
二
十
一
カ
条
要
求
第
二
号
（
満
蒙
条
項
）
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
、
陸
軍
と
外
務
の

政
策
担
当
者
の
構
想
、
満
蒙
内
地
居
住
問
題
な
ど
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す

る
。
第
三
部
「『
国
策
』
と
満
蒙
」
で
は
、
満
蒙
が
い
か
な
る
意
味
で
「
生
命
線
」
に
な
る
の

か
を
、「
国
策
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
羊
毛
、
東
亜
勧
業
株
式
会
社
、
満
洲
米
輸
出
問
題

を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

以
下
、
簡
潔
に
内
容
を
述
べ
る

第
一
部
第
一
章
「
満
洲
開
放
と
大
連
税
関
の
設
置
経
緯
」
で
は
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
満

蒙
政
策
の
う
ち
、
南
満
洲
鉄
道
・
関
東
都
督
府
に
関
す
る
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
関
東
租

借
地
の
経
営
、
す
な
わ
ち
大
連
開
放
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
租
借
地
経
営
方
針
を
作
成
し
た
の

か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
大
連
税
関
設
置
問
題
を
通
じ
て
満
洲
経
営
構
想
を
解
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明
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
満
洲
占
領
地
に
対
す
る
日
本
の
施
政
へ
の
列
国
の
批
判
に
対

し
、
日
本
は
門
戸
開
放
・
機
会
均
等
な
ど
と
同
時
に
、
大
連
を
満
洲
貿
易
の
拠
点
と
す
る
大
連

中
心
主
義
を
と
り
、
平
時
に
移
行
す
る
た
め
に
税
関
設
置
を
迫
ら
れ
る
。
税
関
設
置
に
際
し

て
、
露
清
国
境
へ
の
税
関
設
置
、
税
関
運
営
方
法
な
ど
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
が
、
日
本
は

関
税
収
入
の
多
さ
よ
り
も
、
租
借
地
全
域
を
関
税
免
除
地
域
と
し
、
租
借
地
そ
の
も
の
の
経
済

発
展
を
重
視
し
、
そ
れ
が
後
の
大
連
の
経
済
的
発
展
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
。

同
第
二
章
「
戦
後
秩
序
の
形
成
と
日
露
通
商
航
海
条
約
改
定
」
は
、
日
露
開
戦
に
伴
っ
て
廃

棄
さ
れ
た
通
商
条
約
の
再
締
結
に
際
し
、
日
本
が
講
和
条
約
や
満
洲
に
関
す
る
日
清
条
約
に
よ

っ
て
得
た
権
益
を
、
い
か
に
国
際
秩
序
の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
課
題
と
す
る
。
日
本
は
、
ロ
シ
ア
が
一
九
世
紀
中
期
以
来
、
鉄
道
建
設
や
関
税
免
除
に
よ
っ

て
積
極
的
に
満
洲
に
進
出
し
て
き
た
こ
と
に
着
目
し
、
新
条
約
締
結
交
渉
に
際
し
、
陸
路
で
国

境
を
接
し
て
い
る
清
国
と
同
様
の
待
遇
を
求
め
る
な
ど
、
極
東
露
領
へ
の
経
済
進
出
に
積
極
的

姿
勢
を
示
し
た
。
ロ
シ
ア
は
日
本
の
要
求
に
警
戒
感
を
示
し
、
露
清
間
陸
路
貿
易
関
税
免
除
の

─ ３ ─



廃
止
や
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
自
由
港
廃
止
な
ど
、
消
極
的
・
防
衛
的
指
向
を
示
し
た
。
日
本

は
改
定
交
渉
に
際
し
、
極
東
露
領
を
も
視
野
に
入
れ
た
南
北
間
通
商
活
性
化
を
目
指
し
た
が
、

そ
れ
は
閉
ざ
さ
れ
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
と
競
合
関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。

同
第
三
章
「
防
穀
令
を
め
ぐ
る
日
清
関
係
」
は
、
明
治
末
期
以
来
外
米
輸
入
が
不
可
欠
に
な

っ
た
日
本
に
と
り
、
中
国
か
ら
の
輸
入
は
食
糧
政
策
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、
防
穀
令
を

と
っ
て
い
た
中
国
が
雑
穀
輸
出
を
解
禁
す
る
経
過
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
と
っ
て
の
満

洲
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
列
強
は
一
九
世
紀
中
期
以
来
、
清
国

に
自
由
貿
易
を
強
要
し
て
き
た
が
、
米
・
雑
穀
を
対
象
と
す
る
防
穀
令
は
、
凶
作
な
ど
人
道
に

か
か
わ
る
場
合
以
外
、
国
内
の
強
い
抵
抗
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
て
き
た
。
日
本
は
、
日
露
戦
争

善
後
処
理
交
渉
に
際
し
て
、
満
洲
に
開
発
の
見
地
か
ら
防
穀
令
解
禁
を
求
め
る
が
果
た
せ
ず
、

そ
の
後
露
清
国
境
の
北
満
税
関
設
置
に
際
し
て
、
満
洲
産
雑
穀
の
露
国
へ
の
輸
出
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
大
連
か
ら
の
雑
穀
輸
出
が
実
現
す
る
。
こ
う
し
て
満
洲
の
富
源
の
開
発

へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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第
二
部
第
一
章
「
辛
亥
革
命
後
に
お
け
る
満
蒙
政
策
の
形
成
」
は
、
革
命
後
、
満
蒙
独
立
な

ど
積
極
的
対
立
政
策
を
と
る
陸
軍
参
謀
本
部
と
武
力
干
渉
を
否
定
す
る
外
務
省
や
・
西
園
寺
公

望
な
ど
の
路
線
が
対
立
し
、
山
本
内
閣
期
に
は
後
者
が
、
第
二
次
大
隈
内
閣
期
に
は
加
藤
外
相

が
主
導
し
て
前
者
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
通
説
を
、
宇
都
宮
太
郎
文
書
に
よ
り
つ
つ
、

批
判
す
る
。
中
華
民
国
政
府
承
認
の
求
め
に
対
し
、
英
・
露
が
利
権
の
確
認
を
求
め
る
中
で
、

日
本
は
東
部
内
蒙
古
に
お
け
る
特
殊
地
位
の
実
体
化
、
満
洲
に
お
け
る
特
殊
地
位
の
保
全
を
課

題
と
し
て
い
た
。
外
務
省
政
務
局
長
阿
部
守
太
郎
が
作
成
し
た
基
本
方
針
は
、
武
力
行
使
を
否

定
し
、
通
商
拡
大
・
利
権
獲
得
を
目
指
す
経
済
的
平
和
路
線
で
あ
り
、
強
硬
派
と
さ
れ
て
い
る

宇
都
宮
も
倉
知
外
務
次
官
・
阿
部
と
の
協
議
を
行
い
、
外
務
と
齟
齬
し
な
い
、
民
国
政
府
承
認

と
引
き
換
え
に
居
住
権
拡
大
や
特
殊
地
位
を
認
め
さ
せ
る
方
針
だ
っ
た
と
す
る
。

同
第
二
章
「
内
地
居
住
問
題
と
二
十
一
カ
条
要
求
」
は
、
二
十
一
カ
条
要
求
に
つ
い
て
は
高

い
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
き
た
が
、
要
求
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
政
治
的
経
過
や
背
景
に
つ
い
て

は
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
現
地
の
状
況
と
国
際
関
係
に
注
目
し
て
明
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ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
同
要
求
の
甲
案
・
乙
案
に
記
さ
れ
た
内
地
雑
居
・
土
地
所
有
権
・
農

業
合
弁
権
な
ど
、「
農
業
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
こ
の
時
期
ま
で
に
進
展
し
て
い
た
満
洲

に
お
け
る
水
田
農
業
の
展
開
、
日
本
人
に
よ
る
土
地
所
有
と
満
洲
内
地
雑
居
問
題
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
既
成
事
実
を
権
益
と
し
て
獲
得
す
る
た
め
に
、
奉
天
省
借
款
が
活

用
さ
れ
、
そ
の
中
で
二
十
一
カ
条
要
求
の
原
案
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
作
成
さ
れ
て
ゆ
く
が
、

中
国
政
府
は
農
業
合
弁
に
は
強
く
反
対
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

同
補
論
「
二
十
一
カ
条
要
求
交
渉
の
一
側
面
」
で
は
、
中
断
し
て
い
た
日
本
人
に
よ
る
水
田

事
業
、
居
住
権
拡
大
を
、
公
使
の
稟
議
に
よ
り
加
藤
外
相
の
も
と
で
二
十
一
カ
条
要
求
の
一
環

と
し
て
提
出
し
た
後
の
、
居
住
権
・
農
業
権
の
協
議
の
経
過
に
つ
い
て
述
べ
る
。
中
国
は
合
弁

で
の
農
業
権
は
認
め
、
商
埠
地
の
増
設
に
よ
り
日
本
の
要
求
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
が
、
日
本

は
商
埠
地
を
前
提
に
す
る
こ
と
に
よ
り
領
事
裁
判
権
を
維
持
し
つ
つ
内
地
雑
居
を
進
め
、
ま
た

事
実
上
の
購
入
と
な
る
永
租
を
求
め
て
対
立
す
る
が
、
日
本
の
最
後
通
牒
に
よ
り
、
中
国
は
日

本
の
要
求
を
認
め
る
。
こ
の
内
地
雑
居
や
居
住
権
を
巡
る
交
渉
は
、
満
洲
に
お
け
る
日
本
の
発
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展
の
方
向
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

第
三
部
第
一
章
「
羊
毛
自
給
と
満
蒙
」
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
総
力
戦
体
制
の
形

成
、
そ
の
た
め
の
資
源
問
題
と
そ
の
自
給
体
制
確
立
が
課
題
に
な
る
が
、
満
蒙
と
の
関
連
で
大

戦
中
に
供
給
問
題
を
生
じ
た
軍
需
物
資
の
一
つ
で
あ
る
羊
毛
を
取
り
上
げ
、
自
給
体
制
形
成
に

満
蒙
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
。
大
戦
勃
発
後
、
英
国
が
英
国
産
に
続

き
豪
州
産
・
南
阿
産
羊
毛
も
輸
出
を
厳
し
く
制
限
し
て
く
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
満
蒙
を
含

む
中
国
産
羊
毛
に
着
目
し
、
外
務
・
陸
軍
の
主
導
に
よ
り
南
蒙
の
綿
羊
改
良
な
ど
の
羊
毛
自
給

策
を
閣
議
決
定
し
て
推
進
す
る
が
、
大
戦
終
了
後
に
は
英
国
依
存
に
回
帰
し
、
満
蒙
毛
織
・
東

亜
勧
業
な
ど
の
事
業
も
不
振
に
な
っ
た
と
す
る
。

同
第
二
章
「
東
亜
勧
業
株
式
会
社
設
立
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
、
一
定
の
研
究
の
あ
る
東

亜
勧
業
株
式
会
社
の
設
立
過
程
を
、
日
本
の
満
蒙
政
策
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
を

課
題
と
す
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
好
況
に
際
し
、
南
満
洲
製
糖
・
満
蒙
毛
織
の
設
立
や
東

洋
拓
殖
の
満
洲
進
出
な
ど
国
策
的
機
関
の
設
立
・
進
出
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
と
並
ん
で
満

─ ７ ─



洲
米
日
本
向
け
輸
出
・
水
田
農
業
・
在
満
朝
鮮
人
雇
用
を
目
的
に
、
政
府
か
ら
の
補
助
も
期
待

し
て
満
洲
勧
業
株
式
会
社
創
立
が
目
論
ま
れ
る
が
、
と
ん
挫
す
る
。
他
方
、
満
鉄
・
東
拓
は
日

本
の
満
蒙
に
お
け
る
発
展
を
に
ら
ん
で
積
極
的
に
土
地
を
購
入
し
、
ま
た
大
倉
と
張
作
霖
と
の

間
で
は
合
弁
事
業
計
画
が
進
ん
で
い
た
。
一
九
二
一
年
末
に
設
立
さ
れ
た
東
亜
勧
業
は
、
在
満

朝
鮮
人
救
済
・
満
洲
に
お
け
る
大
規
模
な
土
地
所
有
と
い
う
面
と
同
時
に
、
戦
後
不
況
の
中

で
、
不
良
資
産
化
し
、
経
営
方
針
の
消
極
化
に
よ
り
整
理
を
迫
ら
れ
て
い
た
、
満
鉄
・
東
拓
の

事
業
整
理
の
一
環
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

同
三
章
「
満
洲
米
輸
入
交
渉
と
そ
の
展
開
」
で
は
、
防
穀
令
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ

た
か
と
い
う
問
題
と
共
に
、
食
糧
政
策
と
い
う
長
期
的
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
の
中
に
満
洲
が
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
、
国
内
政
策
・
対
外
政
策
・
満
洲
現
地
の
状
況
か
ら
検
討
す
る
。

日
露
戦
後
満
洲
に
移
住
し
て
き
た
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
満
洲
の
水
稲
が
発
展
し
、
日
本
の
食
糧
不

足
と
相
ま
っ
て
満
洲
米
の
輸
出
解
禁
が
求
め
ら
れ
る
が
、
砕
き
米
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
日
本

で
は
食
糧
問
題
の
根
本
的
解
決
策
が
模
索
さ
れ
、
原
内
閣
期
に
満
洲
米
の
重
要
性
は
否
定
さ

─ ８ ─



れ
、
む
し
ろ
国
内
農
業
へ
の
脅
威
と
認
識
さ
れ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
は
防
穀
令
撤
廃
を
要

求
す
る
が
ご
り
押
し
は
で
き
ず
、
関
税
特
別
会
議
に
向
け
て
の
国
内
調
整
で
は
、
原
料
品
・
食

料
品
の
輸
出
自
由
と
い
う
基
本
方
針
か
ら
米
穀
を
除
外
し
、
防
穀
令
問
題
は
消
滅
す
る
。
し
か

し
、
満
洲
現
地
に
お
い
て
は
米
作
の
発
展
に
よ
る
輸
出
圧
力
は
強
ま
り
、
朝
鮮
へ
の
密
輸
と
い

う
形
で
解
決
さ
れ
る
と
す
る
。

結
論
で
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
各
章
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と

と
も
に
、
第
一
部
で
は
日
露
戦
後
の
国
際
環
境
の
中
か
ら
日
本
の
満
蒙
政
策
が
形
成
さ
れ
、
満

洲
の
農
業
・
土
地
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
く
る
点
が
強
調
さ
れ
る
。第
二
部
で
は
既
成
観
念
、

即
ち
外
務
・
陸
軍
の
対
立
、
積
極
・
消
極
の
対
立
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
に
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
広
い
視
点
か
ら
の
再
構
築
の
必
要
性
を
強
調
し
、
満
洲
現
地
に
即
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
第
三
部
で
は
、
国
策
が
満
蒙
に
及
ん
で
い
く
過
程
を
考
察
し

た
が
、
国
策
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
だ
け
で
な
く
、
国
策
の
利
権
化
、
利
害
関
係
と
い
っ
た

面
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
こ
と
、
現
地
に
即
し
た
国
策
の
内
容
、
そ
の
実
現
の
成
否
を
組
み
込

─ ９ ─



ん
だ
検
討
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
を
構
成
す
る
各
章
は
、
学
外
の
定
評
あ
る
学
術
雑
誌
や
学
内
で
も
レ
フ
リ
ー
制
の
整

っ
た
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
既
発
表
論
文
か
ら
な
り
、
唯
一
つ
未
発
表
の
章
も
有
力
な
学
会
誌
に

投
稿
済
み
の
論
文
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
完
成
度
が
高
い
。

序
章
に
お
い
て
論
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
満
蒙
問
題
」
は
満
洲
事
変
発
生
の
歴
史
的

必
然
性
、
さ
ら
に
は
「
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
」
の
出
発
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
多
く
の
一

般
的
な
関
心
を
引
き
つ
け
て
き
た
。
学
問
的
に
も
重
要
な
研
究
対
象
と
な
り
、
古
く
か
ら
、
満

洲
事
変
、
太
平
洋
戦
争
に
至
る
道
を
解
明
す
る
外
交
史
研
究
の
角
度
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
近

年
、
満
蒙
政
策
を
当
時
の
政
軍
関
係
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
中
で
論
じ
る
研
究
も
盛
ん
に
な

っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
満
蒙
を
単
な
る
外
交
課
題
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、「
日

本
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
視
点
を
欠

─ １０ ─



い
て
い
る
と
批
判
す
る
。
一
方
、
満
蒙
を
研
究
対
象
と
し
た
か
つ
て
の
帝
国
主
義
論
的
植
民
地

研
究
や
近
年
の
「
帝
国
史
研
究
」
は
、
国
内
政
治
・
国
際
政
治
の
視
点
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る

と
批
判
し
、
日
本
に
と
っ
て
の
満
蒙
の
位
置
を
中
心
に
置
き
な
が
ら
、
国
際
政
治
・
国
内
政
治

的
視
点
を
導
入
し
て
日
本
の
満
蒙
政
策
を
論
じ
る
と
、
明
確
な
視
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

細
か
な
研
究
史
整
理
は
各
章
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
大
き
な
潮
流

は
そ
の
通
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
満
洲
の
現
実
的
役
割
を
踏
ま
え
て
議
論
し
て
い
く
と
い
う
論
者

の
視
点
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
部
第
一
章
の
、
国
際
環
境
の
中
で
の
日
露
戦
後
処
理
、
租
借
地
と
大
連
の
位
置
づ
け
、

そ
し
て
そ
れ
が
後
の
時
代
に
及
ぼ
す
影
響
、
な
ど
の
指
摘
は
説
得
的
で
あ
る
。
第
二
章
の
、
日

本
は
ロ
シ
ア
の
北
満
進
出
を
十
分
に
研
究
し
て
対
満
洲
政
策
を
立
案
し
、
ま
た
ロ
シ
ア
も
日
本

の
政
策
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
を
持
ち
つ
つ
極
東
露
領
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
る
点
の
指
摘
も

興
味
深
い
。
論
者
は
、
満
蒙
問
題
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
農
業
・
内
地
雑
居
問
題
に
切
り
込
む

手
掛
か
り
と
し
て
防
穀
令
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
防
穀
令
が
日
本
の
食
糧
問
題
と
い
う
国
内
問

─ １１ ─



題
だ
け
で
な
く
満
洲
の
農
業
発
展
、
ロ
シ
ア
の
需
要
と
い
っ
た
多
面
的
な
問
題
を
は
ら
み
つ
つ

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

第
二
部
第
一
章
は
、
当
時
の
陸
軍
の
対
中
政
策
の
中
心
で
あ
っ
た
宇
都
宮
太
郎
文
書
の
活
用

と
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
外
務
省
関
係
史
料
と
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
り
、
辛
亥
革
命
後
の

対
中
国
政
策
の
形
成
、
対
華
二
十
一
カ
条
要
求
作
成
に
い
た
る
経
過
を
明
ら
か
に
し
、
強
硬
・

穏
健
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
通
説
的
理
解
を
大
き
く
覆
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
第
二

章
は
、
日
露
戦
後
の
朝
鮮
人
・
日
本
人
進
出
後
の
満
蒙
の
状
況
を
踏
ま
え
、
第
二
号
要
求
が
形

成
さ
れ
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。

第
三
部
第
一
章
は
、
日
本
に
欠
如
し
て
い
る
富
源
の
一
つ
を
満
蒙
に
見
出
し
た
軍
部
や
政
府

が
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
か
の
事
例
分
析
と
し
て
優
れ
た
内
容
で
あ

る
。
第
二
章
は
、
日
露
戦
後
か
ら
第
一
次
大
戦
期
の
満
蒙
で
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
か
を

大
き
く
と
ら
え
る
と
と
も
に
、「
国
策
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
再
検
討
さ
せ
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
第
三
章
は
、
農
業
・
食
料
と
い
っ
た
面
に
関
し
て
、
満
蒙
と
は
日
本
に
と
っ
て
如
何

─ １２ ─



な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

本
論
文
を
構
成
す
る
各
章
は
、
以
上
記
し
た
よ
う
に
、
明
確
な
主
題
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が

現
在
の
研
究
状
況
の
中
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
内
容
と
結
論
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
論
文

が
個
別
論
文
の
集
合
で
あ
る
た
め
の
問
題
も
生
じ
て
い
る
。
国
内
政
治
へ
の
論
究
、
あ
る
い
は

関
係
論
的
視
点
の
希
薄
さ
が
目
立
つ
章
な
ど
が
あ
り
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
視
点
に
貫
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
国
策
」
と
い
う
言
葉
に
重
要
な
意
味
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
に
関
し
て
も
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
論
者
が
言
う
政
策
担
当

者
の
「
満
蒙
」「
満
蒙
問
題
」
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
及
び
そ
の
後
の
世
論
あ
る

い
は
政
策
担
当
者
の
そ
れ
と
の
か
い
離
の
有
無
な
ど
も
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

論
者
が
意
識
的
に
導
入
し
て
い
る
国
内
政
治
の
視
点
、
国
際
関
係
論
的
視
点
は
、
近
年
の
多

く
の
研
究
者
も
同
様
で
あ
る
が
、
現
地
の
状
況
を
踏
ま
え
た
政
策
形
成
、
国
際
関
係
論
的
視
点

と
い
う
の
は
、
独
自
の
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
論
文
の
一
番
の
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

日
中
関
係
史
・
満
蒙
政
策
史
の
研
究
は
多
く
の
成
果
を
生
ん
で
き
た
が
、
も
う
一
段
の
高
み
、
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豊
か
さ
を
生
む
に
は
、
論
者
が
導
入
し
た
視
点
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
導

入
し
た
研
究
が
今
後
主
流
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
論
文

は
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
北
野
剛
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

上

山

和

雄

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

樋

口

秀

実

◯印

副
査

麗
澤
大
学
教
授

櫻

井

良

樹

◯印
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北
野

剛

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
歴
史

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

学
力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

上

山

和

雄

◯印

副
査

國
學
院
大
學
准
教
授

樋

口

秀

実

◯印

副
査

麗
澤
大
学
教
授

櫻

井

良

樹

◯印
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